
飼養衛生管理マニュアルを整備してください！ 

 家畜伝染病予防法第孴孵条の３に定められている飼養衛生管
理基準の中で、日々の飼養衛生管理を確実に行うため、農場毎
の飼養衛生管理マニュアルの作成が義務付けられております。 

 同送した冊子に必要事項を記入し、マニュアル通りに飼養管理
を行うようお願いします。マニュアルは毎年の巡回の際に確認します
ので、分かる所に保管してください。 

病気から飼養豚を守りましょう！ 

冊子のココに記入！ 
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